
当センターは【後発医薬品使用体制加算3】を算定しています

♦当センターは、後発医薬品を積極的に採用しています。

後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは

先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と
同じ有効成分、同じ機能・効果を持つ医薬品のことです。
先発医薬品より安価で、効き目や安全性は、先発医薬品と同等です。

♦当センターは、医薬品の供給不足が発生した場合、
治療計画の見直し等、適切な対応が出来る体制を整
えております。
状況によっては、患者様へ投与する薬剤が変更とな
る可能性がございますが、その際は事前に説明させ
て頂きます。

不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお
尋ね下さい。
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